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計画の位置づけ

計画の期間

計画策定の趣旨

　県では，令和３年３月に消費者行政の総合計画となる第４期「鹿児島県消費者基本計画」
（計画期間：令和３年度から令和７年度まで）を策定し，消費者教育の推進や消費生活相談体制
の充実・強化など，県民の消費生活の安定及び向上のための施策を計画的に進めてきました。

県のこれまでの取組

　国では，デジタル技術の飛躍や社会構造の変化等に伴う消費者の取引環境の急激な変化を
踏まえ，消費者基本法に定める基本理念を尊重しつつ，消費者政策の価値規範に関する考え方
の転換（パラダイムシフト）を図るとともに，施策への反映を通じて具現化を目指すため，
令和７年３月に，同法に基づく消費者基本計画（計画期間：令和７年度から令和11年度まで）
が策定されたところです。

　本計画は，鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例等に基づき，消費者の権利の尊重
及びその自立の支援等に関する施策を総合的に推進することを目的としています。また，消費者教
育の推進に関する法律に基づく「消費者教育推進計画」及び食品ロスの削減の推進に関する法律に
基づく「食品ロス削減推進計画」としても位置づけます。

　令和８年度から令和12年度までの５年間

国の動き

　県では，第４期計画の成果と課題や国の計画，消費者を取り巻く環境の変化などを踏まえ，
消費者行政を総合的かつ計画的に推進するために，第５期「鹿児島県消費者基本計画」を策定
することにしました。

第５期「鹿児島県消費者基本計画」の策定

　高齢化やデジタル化の進展等により社会状況が大きく変化する中，インターネットを利用
したメディアの多様化や事業者による商品・サービスの広告や提供の方法など，消費者を取り
巻く環境はこの５年間で急速に変化しており，それにより消費者に多くの利益がもたらされる
一方で，新たな課題も顕在化し，消費者トラブルは複雑化・多様化しています。

消費者を取り巻く環境の変化

1



県民の消費生活をめぐる現状と課題

　高齢化の進展や高齢単独世帯が増加する中，地域コミュニティの衰退等により，地域のつながりが
希薄となった消費者がトラブルに巻き込まれた場合には，相談ができずに消費者トラブルの更なる
増加や深刻化を招くことが懸念されます。
　また，デジタル技術の飛躍や社会構造の変化等に伴う消費者の取引環境の急激な変化を踏まえ，
考え方の転換（パラダイムシフト）を図り，全ての消費者が有する多様な「消費者の脆弱性」に着目し，
きめ細やかな対応や消費者市民社会の一員としての行動を促進していくことが求められています。
　デジタル化の進展は，消費者の利便性や生活の質の向上に大きく寄与する一方，取引環境の複雑
化・多様化により，消費者の年齢や教育水準等に関わりなく，消費者トラブルに遭う可能性が高くなる
ことが懸念されます。
　SDGs（持続可能な開発目標）は，誰一人取り残さない持続可能でより良い社会の実現を目指す
世界共通の17の目標です。「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」において，生産と消費は密接
不可分であり，共に推進される必要があるとされていることから，消費者と事業者が連携した取組が
重要となります。
　災害や感染症発生時などの緊急時には，被災者の心理につけ込んだ悪質商法が発生する傾向に
あり，不確かな情報に影響を受けての買いだめといった消費行動も見られます。
　県における消費生活相談の内容は，通信販売に関するものが最も多く，特に化粧品等の定期購入に
関する相談が増加しているほか，副業や投資サポートに関する相談も高水準で推移しています。
　また，幅広い年齢層でスマートフォンやSNSが利用されており，SNS広告をきっかけとした思わ
ぬ消費者トラブルに巻き込まれる機会が増えています。
　消費者が信頼できる公正な取引環境の確保のため，悪質な事業者に対しては厳正な法執行を行う
ことが必要です。

○

○

○

○

○

○

現　状

　全ての消費者におけるライフステージに応じた体系的・継続的な消費者教育等の推進
　年齢や配慮を要する程度等に関わりなく，全ての消費者が安心・安全な消費行動を取ることができ
るよう支援を行う必要があります。
　消費者トラブルの未然防止とその救済
　デジタル社会においては，全ての消費者が消費者トラブルのリスクにさらされていることを念頭に，
消費者トラブルの予防・解決を図る必要があります。
　持続可能な社会の実現に向けた消費者と事業者との連携
　持続可能な社会の実現に向け，食品ロス削減，エシカル消費※1及び消費者志向経営※2に関する認知
度と理解の向上や，消費者，事業者などサプライチェーン全体における取組を促進する必要があります。
　※１ エシカル消費 ：Ｐ５参照　　※２ 消費者志向経営：Ｐ５参照

　緊急時における消費活動に関する消費者教育・情報提供
　災害などの緊急時において，不確かな情報に影響を受けた物資の買いだめといった消費行動や災害
に便乗した悪質商法に関して注意喚起を行うため，迅速で正確な情報提供が必要となります。
　消費生活相談体制の充実
　複雑化・多様化及び高度化する消費者問題に対応するためには，県や市町村の消費生活相談体制を
充実させる必要があります。また，相談窓口やその役割の周知を図る必要があります。
　消費者が信頼できる公正な取引環境の確保
　消費者トラブル防止のため，消費者安全法をはじめとする各種関係法令等に基づき，消費者に対する
注意喚起や関係機関等への情報提供を行うとともに，法令に違反する事業者に対しては厳正に処分を
行っていく必要があります。

課　題
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１　安全が確保されること
２　自主的・合理的な選択の機会が確保されること
３　必要な情報及び教育の機会が提供されること
４　意見が消費者施策に反映されること
５　消費者被害が適切かつ迅速に救済されること

全ての消費者におけるライフ
ステージに応じた体系的・継
続的な消費者教育等の推進

(1)　消費者教育の推進
(2)　若年者への消費者教育の強化
(3)　消費生活に関する情報提供の充実
(4)　取引環境のデジタル化・グローバル化や
　 決済サービスの多様化への対応

(1)　地域における見守り活動の充実
(2)　配慮を要する消費者への啓発

(1)　商品・サービスの安全性の確保
(2)　食品・医薬品等の安全性の確保
(3)　規格・表示等の適正化
(4)　生活関連商品の安定的な供給・情報提供
(5)　緊急時における速やかな情報提供

(1)　消費者トラブルの未然防止等
(2)　消費者取引の適正化
(3)　紛争の適切な解決の促進

(1)　食品ロス削減の推進
(2)　環境に配慮した消費行動等の促進
(3)　持続可能な社会の形成に資する取組の推進

(1)　消費生活相談窓口の認知度向上
(2)　消費生活相談員等の知識・技能の向上
(3)　市町村消費生活相談体制の充実への支援
(4)　県消費生活センター等の機能強化
(5)　相談体制の充実・強化

配慮を要する消費者に係る
消費者トラブルの未然防止
とその救済

消費者の安全及び自主的かつ
合理的な選択の機会の確保

消費者トラブルの未然防止
とその救済

持続可能な社会の実現に向け
た消費者と事業者との連携

どこに住んでいても質の高い
相談を受けられる体制の充実

　消費者が自らの利益の擁護及び増進のため，自主的
かつ合理的に行動できること

（鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例）

○　消費者の権利の尊重

安心 ・ 安全で
豊かに暮らす
ことができる
持続可能な
社会の実現

○　消費者の自立の支援

○　消費生活における環境への配慮

基 本 理 念

消費者施策の展開方向 取 組 の 内 容

消費者施策の推進により目指すべき姿

消費者施策の体系
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１　全ての消費者がライフステージに応じた体系的・継続的な消費者教育を受けることができる社会
２　配慮を要する消費者の安心・安全な消費生活が確保される社会
３　消費者が安全な商品・サービスを自主的かつ合理的に選択して消費できる社会
４　消費者トラブルの未然防止とその救済が図られ，安心・安全な消費生活が確保される社会
５　持続可能な社会の実現に向け，消費者と事業者が連携して取り組む社会
６　どこに住んでいても質の高い相談が受けられ，安心・安全が確保される社会

目　的 県 民 の 消 費 生 活 の 安 定 及 び 向 上
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主な取組

　全ての消費者がライフステージに応じた体系的かつ継続的な消費者教育を受けることができる
よう，学校や地域，職域など様々な場での消費者教育の推進や若年者への消費者教育の強化，最新
の消費者トラブルなどの情報提供，取引環境のデジタル化・グローバル化や決済サービスへの多様
化に対応した消費者教育に取り組みます。
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　全ての消費者におけるライフステージに応じた体系的・継続的な消費者
教育等の推進
１

○ライフステージに応じた消費生活講座等の実施
○緊急時における消費活動に関する消費者教育・
　情報提供
○デジタル化に対応した消費者教育の推進
　●消費者教育ポータルサイトを用いた教材，講師
　　派遣等に関する情報提供
○取引環境のデジタル化・グローバル化や決済サー
　ビスの多様化に対応した消費者教育

＜主な取組＞
消費者教育ポータルサイトとは？
　学校や地域等において消費者教育を
実践するために役立つ教材，取組事例，
講師派遣等を行う団体，啓発チラシ・
啓発動画の情報を収集し，提供する消
費者庁のウェブサイトのことです。

　配慮を要する消費者への見守り活動を行う消費者安全確保地域協議会の設置促進・活性化や啓
発に取り組むことにより，消費者トラブルを未然に防止し，トラブルに遭った場合の早期救済を
図ります。

　信頼できる公正な環境の下，消費者が安全
な商品・サービスを自主的かつ合理的に選択
して消費できるよう，商品・サービスの安全
性の確保や，規格・表示の適正化等に取り組
みます。

配慮を要する消費者に係る消費者トラブルの未然防止とその救済２

　消費者の安全及び自主的かつ
合理的な選択の機会の確保
3

○地域における見守り活動の充実
　●消費者安全確保地域協議会の設置促進・活
　　性化に向けた情報提供・研修
○配慮を要する消費者への啓発
　●うそ電話詐欺，SNS型投資・ロマンス詐欺
　　等の消費者被害防止に向けた広報啓発　

＜主な取組＞

○重大事故等の未然防止等に係る情報発信
○事業者等に対する検査・指導
○緊急時における速やかな情報提供
　●不確かな情報の拡散や不確かな情報に
　　影響を受けて物資の買いだめを行うと
　　いった消費行動，災害等に便乗した悪
　　質商法に関する注意喚起

消費者安全確保地域協議会とは？
　多様な見守りの担い手が日々の見守りの中で
発見した消費者被害の端緒情報を，確実に消費生
活センターへの相談へとつないでもらうための
見守りネットワークです。

＜消費者安全確保地域協議会のモデル例＞

＜主な取組＞

※参照：高齢者・障がい者の見守りガイドブック（消費者庁）

消費生活協力員

消費生活
協力団体

見守り
活動

見守り
活動

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

情
報
提
供

情
報
提
供
依
頼

消費生活
センター

地方公共団体
消費者行政部局,福祉関係部局　等

事務局

情
報
共
有

支援・協力

地域包括
支援

センター
情報共有
連携

基幹相談
支援
センター

支援・協力

弁護士会・
司法書士会
などの
専門家団体

社会福祉
協議会

情報提供

居宅介護
事業部・
ヘルパー

構成員間での情報共有

警　察

保健所

学校等
教育機関

消費者
団体

金融機関

宅配業者
コンビニ
生協 等

民生委員
見守りサポーター

見守りが
必要な
高齢者
障害者



　消費者トラブルの未然防止とその救済を図るため，各種広報媒体を活用した情報提供・広報啓
発活動や消費者取引の適正化，法令に違反する事業者への厳正な対処等に取り組みます。
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消費者トラブルの未然防止とその救済４

○情報紙，ホームページ，SNS等を活用した
　消費者トラブルに関する情報提供
○消費者取引の適正化
　●関係法令に基づく事業者への指導等
○紛争の適切な解決の促進
　●民間事業者によるADR（裁判外紛争解決
　　手続）の活用促進

＜主な取組＞
ADRとは？
　ADR（Alternative Dispute Resolution：
裁判外紛争解決手続）とは，裁判によらず公
正中立な第三者が当事者間に入り，話し合い
を通じて解決を図る手続のことです。

　消費者は消費者市民社会の一員として，食品ロスの削減やエシカル消費の実践など持続可能
な社会の形成に積極的に参画するとともに，事業者は環境や社会，地域等に配慮した生産を通じ
て，消費者からの信頼を獲得できる社会に向けて取り組むことを促進します。

持続可能な社会の実現に向けた消費者と事業者との連携

○食品ロス削減の推進
○持続可能な社会の形成に資する取組の推進
　●エシカル消費の普及啓発
　●消費者志向経営への取組の推進

消費者志向経営とは？
　消費者と共創・協働して社会価値を向上させ
る経営のことです。
　消費者志向経営推進組織（事務局：消費者庁）
では，各企業において消費者志向経営に誠実に
取り組むことについて自主宣言を行うととも
に，そのフォローアップを行う活動を呼びかけ，
企業の取組の普及を図っています。

エシカル消費とは？
　エシカル（ethical＝倫理的な・道徳的な）
消費とは，地域の活性化や雇用などを含む，
人・社会・地域・環境に配慮した消費行動です。
　私たち一人一人が，社会的課題に気づき，
日々の買物を通して，その課題の解決のため
に，自分で何ができるのか考えてみることが
エシカル消費の第一歩です。

５

　消費生活相談窓口やその役割の周知を図るとともに，市町村消費生活相談体制の充実に向け
た支援や，県消費生活センター等の機能強化に取り組みます。

どこに住んでいても質の高い相談を受けられる体制の充実６

＜主な取組＞

○消費生活相談窓口の認知度向上
　●消費者ホットライン１８８（いやや）の広報
　●訪日外国人及び在留外国人が利用できる消費生活相談窓口の周知・啓発
　●海外事業者との取引（越境取引）に係る相談窓口の周知・啓発
○消費生活相談員等の知識・技能の向上
○市町村消費生活相談体制の充実への支援
　●市町村における円滑な相談への支援や相談員等の実務研修などの実施

＜主な取組＞

環　境

社　会

地　域

生　物
多様性

人

認証ラベルのある
商品を選ぶ　など

・被災地の産品を買う
・地元の産品を買う
　　　　　　　  など

障害がある人の
支援に繋がる商品
を選ぶ など

エコ商品を選ぶ など

フェアトレード商品や
寄付付き商品を選ぶ 
                     など

例えば…



第５期計画の数値目標
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第4章　関連項目
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て
の
消
費
者
に
お
け
る
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
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体
系
的
・
継
続
的
な
消
費
者
教
育
等
の
推
進

１

配
慮
を
要
す
る
消
費
者
に
係
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の

未
然
防
止
と
そ
の
救
済

２

消
費
者
の
安
全
及
び
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の

機
会
の
確
保

３

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止
と
そ
の
救
済

４

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
た
消
費
者
と
事
業
者

と
の
連
携

５

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
質
の
高
い
相
談
を
受
け
ら
れ
る

体
制
の
充
実

６

過去1年間に消費者トラブルを経験した
人の割合

消費者教育ポータルサイト等の教材を
活用した実践的な消費者教育を実施した
高等学校等の割合

※1

消費生活相談窓口の認知度

消費者トラブルの際, 誰かに相談した
人の割合

県及び市町村が実施する消費者教育
（消費生活）講座の受講者数

消費者教育への参加の経験がある県民
の割合

消費者安全確保地域協議会を設置して
いる市町村数

食品ロス問題を認知して削減に取り組
む消費者の割合

県民の50％以上が実施するエシカル消
費につながる行動の割合

消費生活相談員の研修参加率

市町村担当職員の研修参加率

項　　目 現　状
（R7年度）

目　標
（R12年度）

※２

15.5％

※２

20.3％

※２

65.1％

※２

48.1％

※２

71.7％

※２

14.3％

※４

100％

※４

97.6％

※４

19,807人

11市町村

※４
※３

96.3％

減少

50％

75％

60％

80％

25％

100％

100％

21,000人

22市町村

100％

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※１

※２
※３
※４

消費者ホットライン１８８，市町村消費生活相談窓口，県消費生活センター，大島消費生活相談所のいずれかについて，名称だけでなく内容まで
知っている者の割合
令和 6年度に実施した「消費者教育等に関する意識調査」の調査結果
消費者教育教材「社会への扉」等を活用した高等学校等の割合
令和6年度の数値
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消費者トラブルで困ったら「すぐ電話。まず相談。」

県の消費生活相談窓口

「食品表示１１０番」

消費者ホットライン

鹿児島県消費生活センター

　消費者ホットラインは，消費者トラブル等について相談したいときに，全国
共通の電話番号１８８番にかけると身近な消費生活相談窓口（市町村や県など）
に接続されるシステムです。

いやや！泣き寝入り！局番なし１８８
消費者庁  

消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター

 イヤヤン

所 在 地 :〒892-0838 鹿児島市新屋敷町16番203号
　　　　  県住宅供給公社ビル２階
電　  話 :０９９－２２４－０９９９
利用時間 : 月～金　９：００～１７：００
　　　　　  土    １０：００～１６：００
　　　　  （来所での相談を希望される方は，事前に御連絡ください。）
休 業 日 : 日，祝日，年末年始

ナポリ通り

甲東中

中央
警察署

パー
ス通
り

新屋敷
バス停

県消費生活
センター

鹿
児
島
中
央
駅
←

新
屋
敷
電
停甲

突
川

大島消費生活相談所
所 在 地 :〒894-8505 奄美市名瀬永田町１７番３号
電　  話 :０９９７－５２－０９９９
利用時間 : 月～金　９：００～１７：００
休 業 日 : 土，日，祝日，年末年始

県庁男女共同参画局消費者行政推進室
☎０９９－２８６－２５３３
月～金　8：3０～１6：００

大島消費生活相談所
（別館２階）

永田橋交差点

奄美市役所

名瀬小学校

鹿児島県大島支庁

和光トンネル

　県では，県民の皆様から食品表示に関する各種
の相談や情報を受け付ける「食品表示１１０番」
を設置しています。

～相談や情報提供の例～

設置場所
・

受付時間

加工食品の表示を教えてほしい

加工食品に「無添加」と表示してよいか

一括表示の文字の大きさが知りたい

必要な表示が漏れていないか

事実と違う表示がある

《お問合せ先》

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号
電話 099-286-2521   FAX 099-286-5524
E-mail：seibun-ss＠pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県 男女共同参画局 消費者行政推進室


